
荒川区感染症予防計画（令和6～11年度）の概要荒川区感染症予防計画（令和6～11年度）の概要

・令和4年12月の感染症法により保健所設置区市の予防計画策定が義務化され、国や都の計画と整合性を保ちながら策定
・新たな感染症の出現や感染症の発生、まん延に備えて必要な対策を定めたもの

１ 概要１ 概要

３ 荒川区感染症予防計画の主な内容３ 荒川区感染症予防計画の主な内容

１ 検査体制の数値目標

２ 保健所職員の研修・訓練の数値目標
・感染症有事体制に構成される保健所職員全員に対し、研修や訓練を
実施した回数が年1回以上

３ 即応可能なＩＨＥＡＴ要員の確保数
・過去１年以内にＩＨＥＡＴ研修を受講した人数（年度末時点）が１０名以上

４ 数値目標４ 数値目標

※１日あたりの従事職員数（会計年度任用職員を含む）

・感染症法第9条及び第10条第14項に基づき策定

２ 法的な位置づけと記載すべき事項２ 法的な位置づけと記載すべき事項

４ 保健所の感染症対応を行う人員確保の数値目標（令和6年4月1日現在）


